
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

福
島
県
人
事
委
員
会

○
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

規

則

福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
八
号

福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
福
島
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
別

表
第
一
」
を
「
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
別
表
第

十
一
の
三
の
三
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
十
九
号

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
表
中
⑾
を
削
り
、
⑿
を
⑾
と
し
、
⒀
を
⑿
と
し
、
⒁
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒁

３
次
元
微
細
レ
ー
ザ
ー
加
工
装
置

一
時
間

一
五
、
五
三
〇
円

別
表
第
二
の
一
の
２
の
表
中
⑾
を
削
り
、
⑿
か
ら

ま
で
を
⑾
か
ら

ま
で
に
改
め
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
オ
ン
ミ
リ
ン
グ
装
置
（
Ｉ
Ｍ
４
０
０
０
Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
）

一
時
間

三
、
九
六
〇
円

電
子
線
描
画
装
置
制
御
シ
ス
テ
ム

一
時
間

二
、
二
四
〇
円

自
動
研
磨
装
置
（
エ
コ
メ
ッ
ト
＋
オ
ー
ト
メ
ッ
ト
）

一
時
間

一
、
九
七
〇
円

溶
接
ロ
ボ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｆ
Ｄ
―
Ｖ
６
＋
Ｐ
３
５
０
）

一
時
間

二
、
五
二
〇
円

別
表
第
二
の
二
の
１
の
表
中
⑿
を
削
り
、
⒀
か
ら

ま
で
を
⑿
か
ら

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
の
２
の
表
中
⑶
を
削
り
、
⑷
か
ら

ま
で
を
⑶
を

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
中
⑹
を
削
り
、
⑺
か
ら
⒂
ま
で
を
⑹
か
ら
⒁
ま
で
に
改
め
、
⒃
を
削
り
、

⒄
か
ら
⒇
ま
で
を
⒂
か
ら
⒅
ま
で
に
改
め
、

を
削
り
、

か
ら

ま
で
を
⒆
か
ら

ま
で
に
改
め
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ナ
ノ
ス
ケ
ー
ル
物
性
測
定
シ
ス
テ
ム
（
走
査
型
プ
ロ
ー
ブ

一
時
間

六
、
九
〇
〇
円

顕
微
鏡
Ｘ
Ｅ
７
＋
Ｔ
Ｓ
１
Ｄ
）

水
平
型
エ
ッ
ク
ス
線
回
折
装
置
（
Ｓ
ｍ
ａ
ｒ
ｔ
Ｌ
ａ
ｂ
３

一
時
間

六
、
三
四
〇
円

Ｆ
Ｄ
）

波
長
分
散
型
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
装
置
（
Ｚ
Ｓ
Ｘ

Ｐ

一
時
間

三
、
八
八
〇
円

ｒ
ｉ
ｍ
ｕ
ｓ
Ⅱ
）

別
表
第
二
の
二
の
５
の
表
中
⒀
を
⒆
と
し
、
⑿
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒀

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ー
カ
ス
Ｘ
線
検
査
装
置
（
Ｓ
Ｍ
Ｘ
―
１
０

一
時
間

三
、
五
六
〇
円

０
０

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
）

⒁

非
破
壊
構
造
解
析
装
置
（
Ｔ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｒ
―
３
１
３

一
時
間

七
、
九
五
〇
円

０
２
μ
Ｃ
３
）

⒂

エ
ッ
ク
ス
線
透
過
画
像
装
置
（
Ｎ
Ａ
Ｏ
Ｍ
Ｉ

Ｎ
Ｘ
―
０

一
時
間

一
、
五
〇
〇
円

６
Ｓ
Ｎ
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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⒃

ミ
ッ
ク
ス
ド
・
ド
メ
イ
ン
・
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ
（
Ｍ
Ｄ
Ｏ

一
時
間

一
、
二
五
〇
円

４
１
０
４
Ｂ
―
６
）

⒄

シ
グ
ナ
ル
・
ア
ナ
ラ
イ
ザ
（
Ｆ
Ｓ
Ｖ
３
０
）

一
時
間

一
、
五
七
〇
円

⒅

ア
パ
レ
ル
Ｃ
Ａ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｘ
３
）

一
時
間

一
、
〇
九
〇
円

別
表
第
三
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

試
料
調
整

種

別

単

位

金

額

ア

研
磨
量
を
指
定
す
る
も
の

一
試
料

五
、
七
六
〇
円

イ

そ
の
他

一
試
料

一
、
九
六
〇
円

「

同
一
試
料

三
四
〇
円

六
点
目
か

別
表
第
三
の
二
の
１
の
表
中

を

ら
一
点
に

つ
き

」

「

同
一
試
料

三
四
〇
円

六
点
目
か

ら
一
点
に

つ
き

⑶

超
微
小
物
性
測
定

一
試
料
一

六
、
〇
一
〇
円

に
改
め
、
別
表
第
三
の
二
の
２
の

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
測

〇
点
ま
で

定

同
一
試
料

二
、
二
五
〇
円

一
一
点
目

か
ら
一
〇

点
に
つ
き

」

表
中
イ
を
削
り
、
ウ
を
イ
と
す
る
。

別
表
第
三
の
二
の
５
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

流
体
特
性

種

別

単

位

金

額

流
体
特
性
測
定

一
試
料

三
、
四
〇
〇
円

別
表
第
三
の
三
の
表
中
イ
を
削
り
、
ウ
を
イ
と
す
る
。

「

⑵

微
量
元
素

一

試

料

四
、
五
三
〇

別
表
第
三
の
五
の
１
の
表
中

⑶

蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
（
Ｗ

一

試

料

八
、
〇
三
〇

Ｄ
Ｘ
）

「

円

⑵

蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
（
Ｗ

一

試

料

八
、
〇
三
〇
円

円

を

に
改
め
る
。

Ｄ
Ｘ
）

」

」
別
表
第
三
の
五
の
３
の
表
中
「
七
、
五
一
〇
円
」
を
「
六
、
五
四
〇
円
」
に
、
「
九
三
〇
円
」
を
「
九

七
〇
円
」
に
改
め
る
。

「

㈡

ホ
ウ
素

一
成
分
一
分

一
八
、
一
一

析
点
、
一
成

（
㈠
に
追
加

分
一
線
分
析

金
額
）

別
表
第
三
の
五
の
４
の
表
中

又
は
一
成
分

一
面
分
析

㈢

微
量
元
素

一

試

料

三
四
、
九
八

「

〇
円

㈡

ホ
ウ
素

一
成
分
一
分

一
八
、
一
一
〇
円

す
る

析
点
、
一
成

（
㈠
に
追
加
す
る

を

分
一
線
分
析

金
額
）

に
改
め
る
。

又
は
一
成
分

一
面
分
析

〇
円

」

」

別
表
第
三
の
五
の
５
の
表
中
ウ
を
削
る
。

「

イ

定
量
分
析

⑴

簡
易
な
も
の

一

別
表
第
三
の
五
の
６
の
表
中

⑵

複
雑
な
も
の

一

「

試

料

六
、
六
九
〇
円

を

イ

定
量
分
析

試

料

一
八
、
六
二
〇
円

」

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一

試

料

六
、
六
九
〇
円

に
改
め
る
。

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
の
期
間
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に

係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
産
業
創
出
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
一
号

教
育
庁
本
庁

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
義
務
教
育
課
の
項
第
三
号
中

を

と
し
、
２
か
ら
９
ま
で
を
３
か
ら

ま
で
と
し
、
１

10

11

10

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
免
許
状
の
授
与

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 8年 ３ 月 1 8日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 3 5年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 1 4号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
第 3 6条 の 1 2第 １ 項 中 「 若 し く は 福 島 県 警 察 郡 山 運 転 免 許 セ ン タ ー 又 は 」 を 「 、 福 島 県

警 察 郡 山 運 転 免 許 セ ン タ ー 、 」 に 改 め 、 「 行 っ た 警 察 署 」 の 次 に 「 そ の 他 の 警 察 施 設 又
は 講 習 に 適 し た 環 境 の 施 設 」 を 加 え 、 「 警 察 署 に お け る 講 習 は 、 警 察 署 」 を 「 講 習 」 に
改 め る 。

「
西 白 河 郡 西 郷 村 大 字 小 田 倉 地 内 （ 栃 木 県 境 ） か ら 伊
町 大 字 貝 田 地 内 （ 宮 城 県 境 ） ま で

別 表 第 ３ 一 般 国 道 ４ 号 の 項 中
須 賀 川 市 仁 井 田 字 大 谷 地 3 8 9番 ２ 地 先 か ら 郡 山 市 日
荒 池 下 1 5番 ３ 地 先 ま で

達 郡 国 見
「

西 白 河 郡 西 郷 村 大 字 小 田 倉 地 内 （ 栃 木 県 境 ） か ら 伊 達 郡 国 見
を に

町 大 字 貝 田 地 内 （ 宮 城 県 境 ） ま で
和 田 町 字

」

」
改 め 、 同 表 一 般 国 道 1 1 8号 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。
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一 般 国 道 2 8 8号 郡 山 市 日 和 田 町 字 五 庵 ３ 番 ３ 地 先 か ら 同 市 富 久 山 町 久 保 田 字
上 野 4 6番 １ 地 先 ま で

別 表 第 ３ 県 道 小 名 浜 四 倉 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

県 道 郡 山 停 車 場 線 郡 山 市 清 水 台 一 丁 目 7 2地 先 か ら 須 賀 川 市 大 字 滑 川 字 十 貫 内 ２
番 ９ 地 先 ま で

別 表 第 ３ 県 道 常 磐 勿 来 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

県 道 郡 山 大 越 線 郡 山 市 大 町 一 丁 目 3 4 2番 地 先 か ら 同 市 大 町 二 丁 目 7 0番 ３ 地 先
ま で

別 表 第 ３ 県 道 福 島 安 達 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

県 道 保 原 桑 折 線 伊 達 市 伏 黒 字 東 本 場 ４ 番 1 1地 先 か ら 同 市 伏 黒 字 東 本 場 9 7番 地
先 ま で

別 表 第 ３ 県 道 白 岩 久 之 浜 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

県 道 荒 井 郡 山 線 郡 山 市 富 久 山 町 久 保 田 字 水 神 山 1 2番 ４ 地 先 か ら 同 市 赤 木 町 5 0
番 １ 地 先 ま で

別 表 第 ３ 市 道 （ 福 島 市 ） 古 屋 敷 桜 町 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ 福 島 市 ） 南 福 島 市 郷 野 目 字 金 込 町 1 5番 １ 地 先 か ら 同 市 太 平 寺 字 沖 高 １ 番
町 ・ 浅 川 線 １ 地 先 ま で

別 表 第 ３ 市 道 （ 二 本 松 市 ） 鳥 居 町 新 町 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ 伊 達 市 ） 西 伊 達 市 伏 黒 字 西 本 場 １ 番 １ 地 先 か ら 同 市 伏 黒 字 八 反 田 4 6番 １
本 場 線 地 先 ま で

附 則
こ の 規 則 は 、 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 交 通 企 画 課 ）
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福
島
県
人
事
委
員
会

営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
の
制
限
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
、
「
営
利
企
業
等
に
従
事
」
を
「
商
業
、
工
業
又
は
金
融
業

そ
の
他
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企
業
（
以
下
「
営
利
企
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
等
を
」
に
、
「
、
そ

の
他
団
体
」
を
「
そ
の
他
の
団
体
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
そ
の
他
団
体
」
を
「
そ
の
他
の
団
体
」
に
改
め
、
同
条
中
「
基
き
」
を
「
基

づ
き
」
に
、
「
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企
業
」
を
「
営
利
企
業
」
に
、
「
会
社
、
そ
の
他
の
団
体
」
を

「
会
社
そ
の
他
の
団
体
」
に
改
め
る
。

第
三
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
基
き
営
利
企
業
等
に
従
事
す
る
こ
と
」
を
「
基
づ
き
営
利
企
業

に
従
事
す
る
こ
と
等
」
に
、
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
営
利
企
業
等
に
従
事

す
る
」
を
「
営
利
企
業
に
従
事
す
る
等
の
」
に
、
「
虞
」
を
「
お
そ
れ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
営

利
企
業
等
」
を
「
営
利
企
業
に
従
事
す
る
こ
と
等
」
に
、
「
虞
」
を
「
お
そ
れ
」
に
改
め
、
同
条
第
三

号
中
「
営
利
企
業
等
に
従
事
す
る
こ
と
」
を
「
営
利
企
業
に
従
事
す
る
こ
と
等
」
に
、
「
虞
」
を
「
お

そ
れ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
営
利
企
業
等
に
従
事
す
る
こ
と
」
を
「
営
利
企
業
に
従
事
す
る
こ

と
等
」
に
、
「
虞
」
を
「
お
そ
れ
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に
関
す
る
規
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
許
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
の
制
限
に
関
す
る
規
則
第
三

条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
総
務
審
査
課
）


